
北海道立総合博物館の指定管理者の候補者の選定について

１ 公の施設の概要 名 称：北海道立総合博物館 担当課（室）
所 在 地：札幌市厚別区厚別町小野幌53-2ほか
設置目的：北海道の歴史、文化、自然等に関する 環境生活部文化局文化振興課 （ 文

資料を総合的に収集し、保管し、展示し、 化グループ）
並びにこれらに関する調査研究及びその 直通：011-204-5215
成 果の普及を行い 、道民の教養の向上 代表：011-231-4111（内線24-407）
及び文化の発展に資する。

２ 申請期間 平成３０年１０月３１日（水） ～ １２月１９日（水）

公 申 指定期間（予定） 平成３１年４月１日（月） ～ 平成３５年３月３１日（金）
募 請
概 条 業務の範囲 （１ ）北海道博物館（記念施設地区を含む）
要 件 ・施設の維持管理（芝生・樹木管理、施設保守点検、修繕、清掃、警備、除排雪等）

・施設の利用案内（利用窓口、料金徴収、特別展示室の貸室、苦情対応等）
・施設の利用促進（パンフレット、ポスター、営業等による広報活動等）

（２ ）北海道開拓の村
・施設の維持管理（芝生・樹木管理、施設保守点検、修繕、清掃、警備、除排雪等）
・施設の利用案内（利用窓口、料金徴収、使用・特別利用・模写品等の刊行等の承
認、苦情対応等）
･調査研究等の実施（展示建造物等の調査研究及び情報収集等）
・事業の実施（開拓過程における行催事、地域住民等との協働環境づくり等）
・施設の利用促進（インターネット 、パンフレット 、ポスター、広報紙、営業等による広
報活動等）

（３ ）野幌森林公園自然ふれあい交流館
・施設の維持管理（芝生・樹木管理、施設保守点検、修繕、清掃、警備、除排雪等）
・施設の利用案内(利用窓口 ,使用・特別利用・模写品等の刊行等の承認,苦情対応等)
･調査研究等の実施（自然に関する調査研究及び情報収集等）
・事業の実施（自然観察会等の開催、総合学習の受入、ボランティア・レンジャー育成
研修会等）
・施設の利用促進（インターネット 、パンフレット 、ポスター、広報紙、営業等による広
報活動等）

（４ ）利用者の利便性向上等に資する業務
（５ ）その他知事が定める業務

利用料金制度 導入済（平成２７年度）

負担金限度額 １，３７４，５８６，０００円

審査基準等 別紙１「北海道立総合博物館指定管理候補者決定基準」（公募要項別添５）のとおり

３ 申請結果 申請者数：１団体

４ 名 称 北海道立総合博物館指定管理者候補者選定委員会（事務局：環境生活部文化局文化振興課 ）

選 運営要領 別紙「北海道立総合博物館指定管理者候補者選定委員会運営要領」のとおり
定
委 委 員 区分 氏 名 所 属 備考
員
会 委員長 佐々木 亨 国立大学法人北海道大学大学院文学研究科教授 学識経験者

副委員長 石川 直章 小樽市総合博物館館長 学識経験者
委 員 小西 麻衣 一般社団法人中小企業診断協会北海道診断士 学識経験者
委 員 島田 明英 日本野鳥の会札幌支部幹事 学識経験者

開 区 分 開催日時・場所 議 事 出席率
催
状 第１回 平成３０年１０月２４日（水） ・公募方法、選定の基準及び方法について １００％
況 札幌市中央区北３西６

第２回 平成３０年１２月２６日（水） ・申請資格等（形式的要件）審査及び必須項目審査・ １００％
札幌市中央区北３西６ 加点項目審査について

・申請者に対するヒアリングの実施
・指定管理者候補者の選定

審査の経過 平成３０年１０月２４日開催の第１回委員会において、公募方法、選定の基準及び方
法について検討を行った。
平成３０年１０月３１日から公募を開始し、締切までに１団体から申請があり、事務局

において申請資格（形式的要件）等に係る事前審査を行った上で、１２月２ 1日に申請書
類等の副本を各委員に送付し、検討を依頼した。
１２月２６日開催の第２回選定委員会において、申請者からヒアリングを行い、引き続

き各委員が必須項目審査及び加点項目審査を実施した。委員会委員の総意により指定
管理者候補者を決定し、同日、審査の経過及び結果について道に報告した。

採点結果 別記のとおり

審査の結果 指定管理者の候補者 一般財団法人北海道歴史文化財団 代表理事 山田 享

選定理由 一般財団法人北海道歴史文化財団は申請資格審査及び必須項目審査において、全
ての審査の要件を満たしていることを確認し、加点項目審査においては、今回、１団体
のみの申請だったことから、一般財団法人北海道歴史文化財団を指定管理者候補者と
して選定した。

※本書は、選定委員会における審議経過を示したものであり、最終的には、北海道議会の議決をいただいた後、
正式に指定管理者を指定する予定です。


